
○新型インフルエンザ等対策特別措置法（特措法）により、市区町村は、都道府県⾏動計画に基づき、
新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画（市町村⾏動計画）を作成する。

○市町村⾏動計画は、特措法第8条第2項に掲げる事項を定める必要があり、また、政府⾏動計画及び
都道府県⾏動計画と整合性をとる必要がある。

○新型コロナ対応や関係法令の改正等を踏まえ、R6年7⽉に政府⾏動計画が変更、R7年春〜夏に各都
道府県⾏動計画の変更が完了。その後速やかに市町村⾏動計画の変更を⾏う必要がある。

⇒市町村⾏動計画の変更は、令和８年７⽉（都道府県⾏動計画の１年後）までに完了させることを
⽬途とする旨要請（R6.12.26事務連絡）

市町村⾏動計画の変更（概要）

【市町村⾏動計画に定めるべき事項】
・新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事項
・次に掲げる措置に関する事項
-新型インフルエンザ等に関する情報の事業者及び住⺠への適切な⽅法による提供
-住⺠に対する予防接種の実施その他の新型インフルエンザ等のまん延の防⽌に関する措置
-⽣活環境の保全その他の住⺠の⽣活及び地域経済の安定に関する措置

・新型インフルエンザ等対策を実施するための体制に関する事項
・他の地⽅公共団体その他の関係機関との連携に関する事項

【特措法上必要なプロセス】
・学識経験者（感染症の専⾨家等）の意⾒聴取
・他の地⽅公共団体の⻑の意⾒聴取（他の地⽅公共団体に関係する事項を定める場合のみ）
・都道府県への報告
・議会への報告・公表 １



市町村⾏動計画の変更（スケジュール）

令和６年７月 令和７年３月

政
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都
道
府
県

市
町
村

政府行動計画変更

随時
全国会議・地域ブロック会議開催
都道府県からの照会への回答
都道府県行動計画変更状況確認・共有
情報提供・共有 等を実施

都道府県行動計画変更案作成

学識経験者からの意見聴取（特
措法7③）

都道府県行動計画変更
(特措法7①)連絡

確認

内閣総理大臣への報告（統括庁）
(特措法7⑤)

助言又は勧告
(特措法7⑥)

検討状況を随時県内市町村に情報提供・共有

他の地方公共団体に関係がある事項
を定める場合、当該他の地方公共団
体の長からの意見聴取（特措法7④）

議会への報告
(特措法7⑦) 

市町村等への通知・公表
(特措法7⑦) 

市町村行動計画変更案作成準備 市町村行動計画変更案作成

令和７年７月 令和８年７月

市町村行動計画変更
(特措法8①)

学識経験者からの意見聴取（特措法8⑦）

他の地方公共団体に関係がある事項を定める場合、当
該他の地方公共団体の長からの意見聴取（特措法8③）

都道府県知事への報告
(特措法8④)

助言又は勧告
(特措法8⑤)

議会への報告・公表
(特措法8⑥) 

・市町村⾏動計画の変更は、概ね令和８年７⽉までに完了させるよう要請
・都道府県あてに、各都道府県内市町村の進捗状況に係る照会を定期的に実施（R6.12.26事務連絡（R7.12.5事務連絡で⼀部変更））

２


